
改正フロン回収・破壊法の仕組み

環境に優しい�
「大豆油インキ」�
（本文使用）�

古紙配合率70％再生紙を�
使用しています。�

　
会
員
の
皆
さ
ん
も
既
に
ご
承
知
の
こ
と
と
思
い

ま
す
が
、
ビ
ル
空
調
、
食
品
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
や

業
務
用
の
冷
凍
・
冷
蔵
庫
、
冷
凍
倉
庫
な
ど
の

業
務
用
冷
凍
空
調
機
器
か
ら
、
オ
ゾ
ン
層
破
壊

や
地
球
温
暖
化
の
原
因
と
な
る
フ
ロ
ン
類
を
適

切
に
回
収
・
破
壊
す
る
た
め
の
法
律
で
あ
る
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実

施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
フ
ロ
ン
回
収
・

破
壊
法
）」
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
、
平
成

19
年
10
月
１
日
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
　�

　
今
回
の
改
正
は
、
業
務
用
冷
凍
空
調
機
器

か
ら
の
フ
ロ
ン
類
の
回
収
に
お
い
て
、
現
在
回
収

率
が
３
割
程
度
と
低
い
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

「
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
」（
平
成
17
年

４
月
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
も
そ
の
回
収
率
の

向
上
の
た
め
、
制
度
面
の
抜
本
的
な
見
直
し
が

必
要
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
機
器
廃
棄
時
の
回

収
行
程
を
管
理
す
る
制
度
の
導
入
、
機
器
整

備
時
の
回
収
義
務
の
明
確
化
等
の
措
置
を
講
ず

る
も
の
で
す
。�

　
主
な
改
正
内
容
に
つ
い
て
は
、�

(1) 

行
程
管
理
制
度
（
フ
ロ
ン
類
の
引
渡
し
の
委

　
　
託
等
を
書
面
で
管
理
す
る
制
度
）
の
導
入�

(2) 

整
備
時
の
フ
ロ
ン
類
の
回
収
義
務
の
明
確
化�

(3) 

解
体
さ
れ
る
建
築
物
に
お
け
る
業
務
用
冷

　
　凍
空
調
機
器
の
設
置
の
有
無
の
確
認
及
び

　
　
説
明�

(4)�
 
フ
ロ
ン
類
の
回
収
が
必
要
な
場
合
の
拡
大�

(5) 

都
道
府
県
知
事
に
廃
棄
者
等
に
対
す
る
指

　
　
導
等
の
権
限
を
付
与�

と
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
今
回
は
、
新
た
に
導
入
さ
れ
た
「
行
程
管
理

制
度
」
を
中
心
に
特
集
し
ま
す
。�

� 「
改
正
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
」
施
行

　
　
　  

（
行
程
管
理
制
度
の
導
入
）

（1）行程管理制度の導入（法第19条の3、法第20条の2）�
■フロン類の引渡しの委託等を書面で管理する制度か導入されました。�
　●機器の所有者等は、業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする場合、回収依頼
　　書又は委託確認書を交付�
　●受託書は回収業者へ委託確認を回付�
　●フロン類回収業者はフロン回収後に機器の廃棄者へ引取証明書を送付�
　●機器の廃棄者は問題があった場合に都道府県知事へ報告�
　●フロン類の引漢しを受託した者が他の者に再委託をする場合、廃棄等実施者から
　　再委託を承認する書面の交付を受けなければなりません（法第19条の3第4項）�

（2）機器を整備する際の対策の強化（法第18条の2、法第22条）�
■機器の整備を行う際も、フロン類の回収作業を行うには都道府県への登録が必
　要となりました。�
■回収業者は、廃棄時と同様に回収基準に従ってフロン類を回収しなければなり
　ません。�

（5）第一種フロン類回収業者の記録等の対策強化（法第22条）�
■整備時についても、回収量の記録・都道府県知事への報告が義務付けられました。�
■回収業者は、機器等廃棄者、引渡受託者、機器の整備発注者、整備者から、回収
　量等の記録の閲覧を求められた場合、正当な理由が無い場合は拒否できなくな
　りました。�

（3）解体工事の際の機器の有無の確認及び説明（法第19条の2）�
■建物解体工事を発注者から直接請負う業者は、その建物にフロン類を含む業務
　用冷凍空調機器が設置されていないかどうか確認し、その結果を発注者に書面
　で説明することとなりました。�
■また、発注者は、その確認作業に協力しなければなりません。�

（4）フロン類の回収が必要な場合の拡大（法第2条第5項、第19条）�
■部品等のリサイクルを目的としてリサイクル業者に機器を譲渡する場合につい
　ても、フロン類回収業者によるフロン類の回収が必要となりました。�

（4）担保措置の強化等（法第23条、第24条、第43条、第44条、第45条）�
■都道府県知事に、廃棄等実施者などに対する指導、助言、勧告、命令等の権限か
　付与されました。�

　
第
一
種
フ
ロ
ン
回
収
業
者
登
録
の
有
効
期
限
は

５
年
間
で
す
。�

　
登
録
時
の
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
満
了

日
ま
で
に
登
録
更
新
手
続
き
を
お
忘
れ
に
な
ら

な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。�

　
な
お
更
新
申
請
は
、
登
録
が
満
了
す
る
日
の

３
ヶ
月
前
か
ら
受
付
を
し
て
い
ま
す
。�

�

◇
更
新
申
請
先�

初
回
に
登
録
申
請
を
行
っ
た
県
民
局
環
境
課
で

更
新
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。�

�

◇
更
新
手
数
料�

４
，０
０
０
円
分
の
兵
庫
県
収
入
証
紙�

�

◇
登
録
通
知�

登
録
更
新
通
知
書
の
配
達
記
録
郵
便
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
申
請
時
に
宛
先
を
記
載
し
た
封

筒
及
び
郵
便
切
手
を
ご
持
参
下
さ
い
。�

�

◇
そ
の
他�

申
請
書
類
一
式
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。�

（h
ttp

://sin
sei.p

ref.h
y
og

o.jp
/d

ow
n
load

/�

form
.p
h
p
?ID

=
1504

）�

�

　「
改
正
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
」
が
平
成
19

年
10
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、「
第

一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
フ
ロ
ン
回
収
量
等
に

関
す
る
報
告
書
」（
様
式
第
３〈
第
11
条
関
係
〉）

の
様
式
が
替
わ
り
ま
し
た
。�

　
今
回
変
更
と
な
っ
た
内
容
に
つ
い
て
は
、�

① 

整
備
時
の
フ
ロ
ン
回
収
に
つ
い
て
も
報
告
義
務

が
課
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
回
収
量
等
を
「
整

備
」
と
「
廃
棄
等
」
に
分
け
て
報
告
す
る
こ
と

と
な
っ
た
こ
と�

② 

旧
様
式
の
分
類
に
あ
っ
た
「
フ
ロ
ン
類
の
重
点

量
が
50
㎏
以
上
の
第
一
種
特
定
製
品
」
が
新
様

式
で
は
無
く
な
っ
て
い
る
こ
と�

で
す
。�

　
な
お
、
今
回
、
法
改
正
が
年
度
途
中
で
行
わ

れ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
20
年
度
当
初
に
行
う

平
成
19
年
度
分
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
新
旧
２

種
類
の
様
式
に
分
け
て
報
告
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。�

�

■
改
正
前（
平
成
19
年
４
月
１
日
〜
平
成
19
年
９
月
30
日
）の
量
↓
旧
様
式�

■
改
正
後（
平
成
19
年
10
月
１
日
〜
平
成
20
年
３
月
31
日
）の
量
↓
新
様
式�

�

新
旧
報
告
様
式
（
及
び
記
載
例
）
に
つ
い
て
は
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。�

（h
ttp

://sin
sei.p

ref.h
y
og

o.jp
/d

ow
n
load

/�

form
.p
h
p
?ID

=
1507

）�

�（
問
い
合
わ
せ
先
） �

兵
庫
県
健
康
生
活
部
環
境
管
理
局
大
気
課�

大
気
環
境
係�

T
el. 

0
7
8（
3
4
1
）7
7
1
1（
内
線
3
3
6
9
）�

（1）
日
時 

平
成
19
年
６
月
29
日（
金
）�

　
　
　
　
　1
3
時
3
0
分
〜
1
5
時
5
0
分�

（2） 

会
場 

神
戸
市
教
育
会
館 

大
ホ
ー
ル�

（3） 

出
席
者
数�

　
　  

出
席
51
会
員
（
実
人
員
64
人
）�

　
　  

委
任
1
9
9
会
員�

　
　     

計
2
5
0
会
員�

※
規
約
上
必
要
な
定
足
数
2
0
5（
総
会
員
数�

　
4
1
0
の
過
半
数
以
上
）
を
満
た
す
。�

（4） 

議
事�

　
全
て
原
案
の
と
お
り
認
証
さ
れ
ま
し
た
。�

 

①
平
成
18
年
度
事
業
報
告
並
び
に
収
支
決
算�

 

②
平
成
19
年
度
事
業
計
画
並
び
に
収
支
予
算�

 

③
役
員
の
改
選
に
関
す
る
件�

（5）
特
別
講
演�

「
改
正
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
の
施
行
に
向
け
て
」�

　
　コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー�

　
　
　
西
薗 

大
実 

氏
（
群
馬
大
学
准
教
授
）      �

　
　パ
ネ
リ
ス
ト�

　
　
　
柳
田 

貴
広 

氏�

　
　
　（
環
境
省
フ
ロ
ン
等
対
策
推
進
室
広
域
大
気
専
門
官
） �

　
　
　
篠
崎 

信
一
郎 

氏�

          

（
近
畿
冷
凍
空
調
工
業
会
フ
ロ
ン
問
題
検
討
委
員
会
委
員      �

             

／
ダ
イ
キ
ン
工
業
株
式
会
社
サ
ー
ビ
ス
本
部
企
画
部
） �

　
　
　
笈
西 

道
夫 

氏�

　
　
　
　（
兵
庫
県
冷
凍
空
調
設
備
工
業
会
会
長
／
甲
南
冷
機

　
　
　
　
　株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長
） �

　
　
　
上
村 

茂
弘 

氏�

　
　
　
　（
フ
ロ
ン
回
収
推
進
産
業
協
議
会
専
務
理
事
）�

�

　
平
成
19
年
度
通
常
総
会
を
次
の
と
お
り
開

催
し
ま
し
た
の
報
告
し
ま
す
。�

第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
皆
さ
ん
へ

更
新
手
続
き
お
済
み
で
し
ょ
う
か
？

フ
ロ
ン
類
回
収
量
等
に
関
す
る

報
告
書
の
様
式
が
替
わ
り
ま
し
た
！

平
成
19
年
度
通
常
総
会
の
開
催
に
つ
い
て

ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
の
内
容
を
充
実
さ
せ

る
た
め
、
会
員
の
皆
さ
ん
方
か
ら
の
情

報
等
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

県民・事業者・行政が一体となって

～県民・事業者・行政が一体となって～
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こ
の
場
合
、
引
渡
受
託
者
は
、
あ
ら
か
じ

め
廃
棄
等
実
施
者
か
ら
承
諾
す
る
旨
の
書
面

で
あ
る
「
再
委
託
承
諾
書
」
の
交
付
を
受
け

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。�

　
そ
し
て
、
引
渡
受
託
者
は
、
最
初
に
交
付

を
受
け
た
「
委
託
確
認
書
」
に
必
要
事
項
を

追
記
し
、「
再
委
託
承
諾
書
」
の
写
し
を
添
え

て
、
再
受
託
者
に
回
付
し
ま
す
。�

　
こ
の
場
合
、
廃
棄
等
実
施
者
は
、
引
渡
受

託
者
（
委
託
す
る
業
者
）
に
必
要
事
項
を
記

載
し
た
「
委
託
確
認
書
」
を
交
付
し
ま
す
。�

　
交
付
を
受
け
た
引
渡
受
託
者
は
、
交
付
さ

れ
た
「
委
託
依
頼
書
」
に
、
回
収
業
者
の
情

報
等
必
要
事
項
を
追
記
し
、
回
収
業
者
に
対

し
回
付
し
ま
す
。�

　
回
付
を
受
け
た
回
収
業
者
は
、
フ
ロ
ン
類

を
回
収
し
た
後
、「
委
託
確
認
書
」
の
記
載
内

容
に
加
え
、
回
収
し
た
フ
ロ
ン
類
の
量
等
の

必
要
事
項
を
追
記
し
た
「
引
取
証
明
書
」
を

引
渡
受
託
者
に
交
付
し
ま
す
。
な
お
、
そ
の

際
、
廃
棄
等
実
施
者
に
対
し
て
は
写
し
を
送

付
し
ま
す
。�

�
　
こ
の
場
合
、
廃
棄
等
実
施
者
は
、
回
収
業

者
に
必
要
事
項
を
記
載
し
た
「
回
収
依
頼
書
」

を
交
付
し
ま
す
。�

　
交
付
を
受
け
た
回
収
業
者
は
、
フ
ロ
ン
類

を
回
収
し
た
後
、「
回
収
依
頼
書
」
の
記
載
内

容
に
加
え
、
回
収
し
た
フ
ロ
ン
類
の
量
等
の

必
要
事
項
を
追
記
し
た
「
引
取
証
明
書
」
を

廃
棄
等
実
施
者
に
交
付
し
ま
す
。�

�

　
今
回
の
改
正
に
お
い
て
、
会
員
の
皆
さ
ん

に
最
も
影
響
の
あ
る
も
の
の
一
つ
が
行
程
管

理
制
度
の
導
入
だ
と
思
い
ま
す
。�

　
こ
の
行
程
管
理
制
度
は
、
業
務
用
冷
凍
空

調
機
器
等
か
ら
フ
ロ
ン
類
を
回
収
す
る
に
あ

た
り
、
機
器
の
廃
棄
か
ら
フ
ロ
ン
類
の
回
収

終
了
ま
で
を
書
面
で
管
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、

見
え
な
い
フ
ロ
ン
を
見
え
る
形
で
管
理
し
よ

う
と
い
う
も
の
で
す
。�

　
具
体
的
に
は
、
フ
ロ
ン
類
回
収
に
携
わ
る

方
々
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
義
務
が
課

さ
れ
て
い
ま
す
。�

�

行
程
管
理
制
度
に
お
け
る
義
務�

①
廃
棄
等
実
施
者
（
ユ
ー
ザ
ー
等
）�

・
機
器
廃
棄
時
等
に
「
回
収
依
頼
書
」
又
は
「
委

　
託
確
認
書
」
を
回
収
業
者
又
は
委
託
業
者

　
に
交
付�

・
関
係
書
類
の
保
管
（
３
年
間
）�

・
回
収
業
者
か
ら
引
取
証
明
書
が
30
日(

解

　
体
工
事
の
場
合
は
90
日)

以
内
に
交
付
さ

　
れ
な
い
場
合
の
県
へ
の
報
告�

・
受
託
者
が
再
委
託
す
る
場
合
の
「
再
委
託

　
承
諾
書
」
の
交
付�

②
引
渡
受
託
者
（
委
託
先
等
）�

・
廃
棄
等
実
施
者
よ
り
交
付
さ
れ
た
「
委
託

　
確
認
書
」
を
回
収
業
者
に
回
付�

・
関
係
書
類
の
保
管
（
３
年
間
）�

③
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者�

・
引
取
証
明
書
の
交
付�

・
関
係
書
類
の
保
管
（
３
年
間
）�

�

行
程
管
理
制
度
の
流
れ�

　
行
程
管
理
制
度
の
流
れ
と
し
て
は
、
次
の

３
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す�

　
新
た
に
導
入
さ
れ
た
行
程
管
理
制
度
で
は
、

「
回
収
依
頼
書
」「
引
取
証
明
書
」「
委
託
確
認

書
」「
再
委
託
承
諾
書
」
と
い
っ
た
行
程
管
理

票
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。�

　
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
管
理
票
に
つ
い
て
は
、

記
載
項
目
等
は
改
正
法
で
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
具
体
的
な
様
式
に
つ
い
て
は
定
め
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
。�

　
現
在
、
い
く
つ
か
の
団
体
が
標
準
的
な
様

式
を
作
成
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、

「
フ
ロ
ン
回
収
推
進
産
業
協
議
会(IN

F
R
E
P
)

」

（
以
下
「IN

F
R
E
P

」）
が
作
成
・
販
売
し
て

い
る
様
式
を
例
に
あ
げ
、
実
際
に
ど
う
い
っ

た
様
式
及
び
手
順
で
行
程
管
理
票
が
使
用
さ

れ
る
の
か
を
紹
介
し
ま
す
。�

�

様
式
の
種
類�

　
今
回
導
入
さ
れ
た
行
程
管
理
制
度
で
は
、

最
初
に
廃
棄
者
（
ユ
ー
ザ
ー
等
）
が
必
要
事

項
を
記
載
し
た
回
収
依
頼
書
又
は
委
託
確
認

書
を
フ
ロ
ン
回
収
業
者
又
は
委
託
業
者
に
交

付
し
ま
す
が
、
そ
れ
以
降
は
、
そ
の
内
容
に

そ
れ
ぞ
れ
の
行
程
で
必
要
な
情
報
を
追
記
し

て
い
く
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
ま
た
、
各
書
類
を
交
付
（
又
は
回
付
）
し

た
者
は
、
そ
の
書
類
の
写
し
を
保
管
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
そ
の
た
め
、IN

F
R
E
P

の
作
成
し
て
い
る

様
式
は
、�

・
様
式
の
フ
ォ
ー
ム
を
基
本
的
に
１
つ
に
統
一
し
、�

・
必
要
な
項
目
部
分
の
み
を
利
用
す
る�

・
複
写
方
式�

と
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
そ
し
て
用
途
に
応
じ
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
、�

・
直
接
引
渡
用
（
３
枚
複
写
式
）�

 

（
廃
棄
者
が
フ
ロ
ン
類
を
直
接
回
収
業
者
へ
引
き
渡
す
場
合
に
使
用
）�

�

・
１
次
委
託
専
用
（
５
枚
複
写
式
）�

（
フ
ロ
ン
類
を
委
託
し
て
フ
ロ
ン
回
収
業
者
へ
引
き
渡
す
場
合
に
使
用
）�

・
汎
用
版
（
６
枚
複
写
式
）�

（
直
接
依
頼
と
委
託
の
兼
用
）�

�

と
い
っ
た
３
種
類
の
様
式
集
を
作
成
・
販
売

し
て
い
ま
す
。�

�

様
式
の
入
手
方
法�

　
こ
れ
ら
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
全
国
各
地

のIN
F
R
E
P

と
販
売
契
約
を
結
ん
で
い
る
団

体
等
で
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

　
現
在
、
近
畿
県
内
で
の
入
所
先
は
次
の
と

お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。�

��

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、IN

F
R
E
P

ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
又
はIN

F
R
E
P

事
務
局
に
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。�

�﹇
お
問
い
合
わ
せ
先
﹈�

有
限
責
任
中
間
法
人�

フ
ロ
ン
回
収
推
進
産
業
協
議
会
（IN

F
R
E
P

）�

　T
E
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記載事項�
・廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所 �
・フロン類が充填されている第一種特定製品
　の種類及び数 �
・引渡しを受ける第一種フロン類回収業者の
　氏名又は名称、住所及び登録番号 �
・回収依頼書の交付年月日 �
・フロン類が充填されている第一種特定製品
　の所在（設置場所等）�

回収依頼書の記載事項に加わる記載事項�
・引取証明書の交付年月日　・引取りを終了した年月日 �
・引取ったフロン類の種類ごとの量�

委託確認書の記載事項に加わる記載事項�
・引取証明書の交付年月日　・引取りを終了した年月日 �
・引取ったフロン類の種類ごとの量�

当初の委託確認書の記載事項に加える記載事項�
・再受託者の氏名又は名称及び住所�
・回付年月日�

記載事項�
・廃棄等実施者の氏名又は 
　名称及び住所 �
・フロン類が充填されてい
　る第一種特定製品の種類
　及び数 �
・引渡しの委託を受けた者
　の氏名又は名称及び住所 �
・委託確認書の交付年月日 �
・フロン類が充填されてい
　る第一種特定製品の所在
　（設置場所等）�

当初の委託確認書の記載事項に加える記載事項�
・第一種フロン類回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号�
・回付年月日�

回付された委託確認書の記載事項に加える記載事項�
・第一種フロン類回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号�
・回付年月日�記載事項�

・廃棄等実施者の氏名又は名称  
　及び住所 �
・委託した第一種特定製品の種
　類及び数 �
・フロン類が充填されている第一
　種特定製品の所在（設置場所等） �
・受託者 (元請 )の氏名又は名称
　及び住所 �
・承諾した年月日 �
・再受託者の氏名又は名称及び
　住所�
�

① 

回
収
業
者
へ
直
接
フ
ロ
ン
類
を
引
き
渡
す
場
合

② 

フ
ロ
ン
類
の
引
渡
し
を
委
託
す
る
場
合

③ 

フ
ロ
ン
類
の
引
渡
し
を
再
委
託
す
る
場
合�

INFREPでは、このほか「設置機器事前確認書」の様式や、普及啓発用の�

シールの販売等も行っています。�

INFREPが作成販売している様式（基本フォーム）

(社)三重県管工事工業協会�

三重県解体工事業協同組合�

京都府解体工事業協同組合�

京都府建設業協会�

近畿冷凍空調工業会�

大阪建物解体工事業協同組合�

大阪府庁本館１階売店�

兵庫県解体工事業協会�

奈良県解体工事業協会�

和歌山県冷凍空調設備協会�

鳥取県冷凍空調工業会�

鳥取県解体工事業協同組合�

(社)岡山県冷凍空調協会�

岡山県建造物解体工事業協会�

059-228-6130

0593-52-8246

075-803-6030

075-231-4161

06-6251-1669

06-6766-5010

079-223-8686

0744-32-5767

073-431-0617

0857-53-5521

0857-38-8571

086-270-6778

0868-32-0510

三重県�

京都府�

大阪府�

�

鳥取県�

�

岡山県�

兵庫県�

奈良県�

和歌山県�

［近畿府県での入手先］

（平成19年10月時点）

特
　
集�

特
　
集�

行
程
管
理
制
度
と
は

行
程
管
理
票
に
つ
い
て
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こ
の
場
合
、
引
渡
受
託
者
は
、
あ
ら
か
じ

め
廃
棄
等
実
施
者
か
ら
承
諾
す
る
旨
の
書
面

で
あ
る
「
再
委
託
承
諾
書
」
の
交
付
を
受
け

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。�

　
そ
し
て
、
引
渡
受
託
者
は
、
最
初
に
交
付

を
受
け
た
「
委
託
確
認
書
」
に
必
要
事
項
を

追
記
し
、「
再
委
託
承
諾
書
」
の
写
し
を
添
え

て
、
再
受
託
者
に
回
付
し
ま
す
。�

　
こ
の
場
合
、
廃
棄
等
実
施
者
は
、
引
渡
受

託
者
（
委
託
す
る
業
者
）
に
必
要
事
項
を
記

載
し
た
「
委
託
確
認
書
」
を
交
付
し
ま
す
。�

　
交
付
を
受
け
た
引
渡
受
託
者
は
、
交
付
さ

れ
た
「
委
託
依
頼
書
」
に
、
回
収
業
者
の
情

報
等
必
要
事
項
を
追
記
し
、
回
収
業
者
に
対

し
回
付
し
ま
す
。�

　
回
付
を
受
け
た
回
収
業
者
は
、
フ
ロ
ン
類

を
回
収
し
た
後
、「
委
託
確
認
書
」
の
記
載
内

容
に
加
え
、
回
収
し
た
フ
ロ
ン
類
の
量
等
の

必
要
事
項
を
追
記
し
た
「
引
取
証
明
書
」
を

引
渡
受
託
者
に
交
付
し
ま
す
。
な
お
、
そ
の

際
、
廃
棄
等
実
施
者
に
対
し
て
は
写
し
を
送

付
し
ま
す
。�

�

　
こ
の
場
合
、
廃
棄
等
実
施
者
は
、
回
収
業

者
に
必
要
事
項
を
記
載
し
た
「
回
収
依
頼
書
」

を
交
付
し
ま
す
。�

　
交
付
を
受
け
た
回
収
業
者
は
、
フ
ロ
ン
類

を
回
収
し
た
後
、「
回
収
依
頼
書
」
の
記
載
内

容
に
加
え
、
回
収
し
た
フ
ロ
ン
類
の
量
等
の

必
要
事
項
を
追
記
し
た
「
引
取
証
明
書
」
を

廃
棄
等
実
施
者
に
交
付
し
ま
す
。�

�

　
今
回
の
改
正
に
お
い
て
、
会
員
の
皆
さ
ん

に
最
も
影
響
の
あ
る
も
の
の
一
つ
が
行
程
管

理
制
度
の
導
入
だ
と
思
い
ま
す
。�

　
こ
の
行
程
管
理
制
度
は
、
業
務
用
冷
凍
空

調
機
器
等
か
ら
フ
ロ
ン
類
を
回
収
す
る
に
あ

た
り
、
機
器
の
廃
棄
か
ら
フ
ロ
ン
類
の
回
収

終
了
ま
で
を
書
面
で
管
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、

見
え
な
い
フ
ロ
ン
を
見
え
る
形
で
管
理
し
よ

う
と
い
う
も
の
で
す
。�

　
具
体
的
に
は
、
フ
ロ
ン
類
回
収
に
携
わ
る

方
々
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
義
務
が
課

さ
れ
て
い
ま
す
。�

�

行
程
管
理
制
度
に
お
け
る
義
務�

①
廃
棄
等
実
施
者
（
ユ
ー
ザ
ー
等
）�

・
機
器
廃
棄
時
等
に
「
回
収
依
頼
書
」
又
は
「
委

　
託
確
認
書
」
を
回
収
業
者
又
は
委
託
業
者

　
に
交
付�

・
関
係
書
類
の
保
管
（
３
年
間
）�

・
回
収
業
者
か
ら
引
取
証
明
書
が
30
日(

解

　
体
工
事
の
場
合
は
90
日)

以
内
に
交
付
さ

　
れ
な
い
場
合
の
県
へ
の
報
告�

・
受
託
者
が
再
委
託
す
る
場
合
の
「
再
委
託

　
承
諾
書
」
の
交
付�

②
引
渡
受
託
者
（
委
託
先
等
）�

・
廃
棄
等
実
施
者
よ
り
交
付
さ
れ
た
「
委
託

　
確
認
書
」
を
回
収
業
者
に
回
付�

・
関
係
書
類
の
保
管
（
３
年
間
）�

③
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者�

・
引
取
証
明
書
の
交
付�

・
関
係
書
類
の
保
管
（
３
年
間
）�

�

行
程
管
理
制
度
の
流
れ�

　
行
程
管
理
制
度
の
流
れ
と
し
て
は
、
次
の

３
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す�

　
新
た
に
導
入
さ
れ
た
行
程
管
理
制
度
で
は
、

「
回
収
依
頼
書
」「
引
取
証
明
書
」「
委
託
確
認

書
」「
再
委
託
承
諾
書
」
と
い
っ
た
行
程
管
理

票
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。�

　
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
管
理
票
に
つ
い
て
は
、

記
載
項
目
等
は
改
正
法
で
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
具
体
的
な
様
式
に
つ
い
て
は
定
め
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
。�

　
現
在
、
い
く
つ
か
の
団
体
が
標
準
的
な
様

式
を
作
成
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、

「
フ
ロ
ン
回
収
推
進
産
業
協
議
会(IN

F
R
E
P
)

」

（
以
下
「IN

F
R
E
P

」）
が
作
成
・
販
売
し
て

い
る
様
式
を
例
に
あ
げ
、
実
際
に
ど
う
い
っ

た
様
式
及
び
手
順
で
行
程
管
理
票
が
使
用
さ

れ
る
の
か
を
紹
介
し
ま
す
。�

�

様
式
の
種
類�

　
今
回
導
入
さ
れ
た
行
程
管
理
制
度
で
は
、

最
初
に
廃
棄
者
（
ユ
ー
ザ
ー
等
）
が
必
要
事

項
を
記
載
し
た
回
収
依
頼
書
又
は
委
託
確
認

書
を
フ
ロ
ン
回
収
業
者
又
は
委
託
業
者
に
交

付
し
ま
す
が
、
そ
れ
以
降
は
、
そ
の
内
容
に

そ
れ
ぞ
れ
の
行
程
で
必
要
な
情
報
を
追
記
し

て
い
く
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
ま
た
、
各
書
類
を
交
付
（
又
は
回
付
）
し

た
者
は
、
そ
の
書
類
の
写
し
を
保
管
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
そ
の
た
め
、IN

F
R
E
P

の
作
成
し
て
い
る

様
式
は
、�

・
様
式
の
フ
ォ
ー
ム
を
基
本
的
に
１
つ
に
統
一
し
、�

・
必
要
な
項
目
部
分
の
み
を
利
用
す
る�

・
複
写
方
式�

と
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
そ
し
て
用
途
に
応
じ
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
、�

・
直
接
引
渡
用
（
３
枚
複
写
式
）�

 

（
廃
棄
者
が
フ
ロ
ン
類
を
直
接
回
収
業
者
へ
引
き
渡
す
場
合
に
使
用
）�

�

・
１
次
委
託
専
用
（
５
枚
複
写
式
）�

（
フ
ロ
ン
類
を
委
託
し
て
フ
ロ
ン
回
収
業
者
へ
引
き
渡
す
場
合
に
使
用
）�

・
汎
用
版
（
６
枚
複
写
式
）�

（
直
接
依
頼
と
委
託
の
兼
用
）�

�

と
い
っ
た
３
種
類
の
様
式
集
を
作
成
・
販
売

し
て
い
ま
す
。�

�

様
式
の
入
手
方
法�

　
こ
れ
ら
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
全
国
各
地

のIN
F
R
E
P

と
販
売
契
約
を
結
ん
で
い
る
団

体
等
で
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

　
現
在
、
近
畿
県
内
で
の
入
所
先
は
次
の
と

お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。�

��

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、IN

F
R
E
P

ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
又
はIN

F
R
E
P

事
務
局
に
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。�

�﹇
お
問
い
合
わ
せ
先
﹈�

有
限
責
任
中
間
法
人�

フ
ロ
ン
回
収
推
進
産
業
協
議
会
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F
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記載事項�
・廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所 �
・フロン類が充填されている第一種特定製品
　の種類及び数 �
・引渡しを受ける第一種フロン類回収業者の
　氏名又は名称、住所及び登録番号 �
・回収依頼書の交付年月日 �
・フロン類が充填されている第一種特定製品
　の所在（設置場所等）�

回収依頼書の記載事項に加わる記載事項�
・引取証明書の交付年月日　・引取りを終了した年月日 �
・引取ったフロン類の種類ごとの量�

委託確認書の記載事項に加わる記載事項�
・引取証明書の交付年月日　・引取りを終了した年月日 �
・引取ったフロン類の種類ごとの量�

当初の委託確認書の記載事項に加える記載事項�
・再受託者の氏名又は名称及び住所�
・回付年月日�

記載事項�
・廃棄等実施者の氏名又は 
　名称及び住所 �
・フロン類が充填されてい
　る第一種特定製品の種類
　及び数 �
・引渡しの委託を受けた者
　の氏名又は名称及び住所 �
・委託確認書の交付年月日 �
・フロン類が充填されてい
　る第一種特定製品の所在
　（設置場所等）�

当初の委託確認書の記載事項に加える記載事項�
・第一種フロン類回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号�
・回付年月日�

回付された委託確認書の記載事項に加える記載事項�
・第一種フロン類回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号�
・回付年月日�記載事項�

・廃棄等実施者の氏名又は名称  
　及び住所 �
・委託した第一種特定製品の種
　類及び数 �
・フロン類が充填されている第一
　種特定製品の所在（設置場所等） �
・受託者 (元請 )の氏名又は名称
　及び住所 �
・承諾した年月日 �
・再受託者の氏名又は名称及び
　住所�
�

① 

回
収
業
者
へ
直
接
フ
ロ
ン
類
を
引
き
渡
す
場
合

② 

フ
ロ
ン
類
の
引
渡
し
を
委
託
す
る
場
合

③ 

フ
ロ
ン
類
の
引
渡
し
を
再
委
託
す
る
場
合�

INFREPでは、このほか「設置機器事前確認書」の様式や、普及啓発用の�

シールの販売等も行っています。�

INFREPが作成販売している様式（基本フォーム）

(社)三重県管工事工業協会�

三重県解体工事業協同組合�

京都府解体工事業協同組合�

京都府建設業協会�

近畿冷凍空調工業会�

大阪建物解体工事業協同組合�

大阪府庁本館１階売店�

兵庫県解体工事業協会�

奈良県解体工事業協会�

和歌山県冷凍空調設備協会�

鳥取県冷凍空調工業会�

鳥取県解体工事業協同組合�

(社)岡山県冷凍空調協会�

岡山県建造物解体工事業協会�

059-228-6130

0593-52-8246

075-803-6030

075-231-4161

06-6251-1669

06-6766-5010

079-223-8686

0744-32-5767

073-431-0617

0857-53-5521

0857-38-8571

086-270-6778

0868-32-0510

三重県�

京都府�

大阪府�

�

鳥取県�

�

岡山県�

兵庫県�

奈良県�

和歌山県�

［近畿府県での入手先］

（平成19年10月時点）

特
　
集�

特
　
集�

行
程
管
理
制
度
と
は

行
程
管
理
票
に
つ
い
て
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特
　
集�

　
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
に
基
づ
き
フ
ロ
ン
類

破
壊
業
者
か
ら
報
告
の
あ
っ
た
平
成
18
年
度

に
お
け
る
フ
ロ
ン
類
の
破
壊
量
は
約
３
，１
８

３
ト
ン
で
あ
り
、
平
成
17
年
度
の
破
壊
量
と

比
較
し
て
約
14
％
の
増
加
と
な
り
ま
し
た
。

フ
ロ
ン
類
の
種
類
別
に
見
る
と
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ（
ク
ロ

フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
）
が
約
５
９
０
ト
ン
、
Ｈ
Ｃ

Ｆ
Ｃ
（
ハ
イ
ド
ロ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
ロ
カ
ー
ボ
ン
）

が
約
１
，８
２
１
ト
ン
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ
（
ハ
イ
ド
ロ
フ

ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
）
が
約
７
７
２
ト
ン
で
あ
り
、

全
て
の
種
類
に
お
い
て
破
壊
量
は
前
年
度
よ

り
増
加
し
て
い
ま
す
。�

��

　
フ
ロ
ン
類
破
壊
業
者
に
引
き
取
ら
れ
た
フ
ロ

ン
類
の
量
を
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
に
よ
る

特
定
製
品
別
に
見
る
と
、
第
一
種
特
定
製
品

（
業
務
用
冷
凍
空
調
機
器
）
か
ら
回
収
し
た

フ
ロ
ン
類
は
約
２
，４
３
０
ト
ン
で
平
成
17
年

度
に
比
べ
て
約
15
％
の
増
加
と
な
り
ま
し
た
。

第
二
種
特
定
製
品
（
カ
ー
エ
ア
コ
ン
）
か
ら

回
収
し
た
フ
ロ
ン
類
※
は
約
７
７
２
ト
ン
で
平

成
17
年
度
と
比
べ
て
約
11
％
の
増
加
と
な
り

ま
し
た
。 �

※ 

カ
ー
エ
ア
コ
ン
か
ら
の
冷
媒
フ
ロ
ン
類
の
回

収
は
、
平
成
17
年
１
月
か
ら
「
使
用
済
自

動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に

基
づ
い
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。�

�（
参
考
）�

　
平
成
14
年
よ
り
施
行
さ
れ
た
フ
ロ
ン
回
収
・

破
壊
法
に
基
づ
き
、
第
一
種
特
定
製
品
（
業

務
用
冷
凍
空
調
機
器
）
と
第
二
種
特
定
製

品
（
カ
ー
エ
ア
コ
ン
）
に
つ
い
て
、
機
器
の
廃

棄
時
の
フ
ロ
ン
類
の
回
収
・
破
壊
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
第
二
種
特
定
製
品
（
カ

ー
エ
ア
コ
ン
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
17
年
１
月

１
日
に
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関

す
る
法
律
（
以
下
「
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
」

と
い
う
。） 

が
本
格
施
行
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

こ
の
日
以
降
に
引
取
業
者
に
引
き
渡
さ
れ
た

使
用
済
自
動
車
に
搭
載
さ
れ
て
い
た
も
の
に

つ
い
て
は
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
い
て

冷
媒
フ
ロ
ン
類
の
回
収
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
い
て
回
収
さ
れ

た
冷
媒
フ
ロ
ン
類
を
含
め
、
破
壊
は
フ
ロ
ン
回

収
・
破
壊
法
に
基
づ
く
フ
ロ
ン
類
破
壊
業
者

に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。�

　
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
に
お
い
て
は
、
フ
ロ

ン
類
破
壊
業
者
は
毎
年
度
、
年
度
終
了
後

45
日
以
内
に
、
前
年
度
に
破
壊
し
た
量
等

を
主
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
て
お
り
（ 

第
34 
条
第
３
項
）、
ま
た
、

主
務
大
臣
は
、
こ
の
報
告
等
に
関
す
る
情
報

を
整
理
し
て
、
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類

の
回
収
及
び
破
壊
の
状
況
等
の
情
報
を
公
表

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
第
46
条
）。�

�����

平成18年度フロン類破壊量等の報告集計結果�

フロン類破壊量の推移

フロン回収破壊法に基づく�
平成18年度のフロン類の破壊量の�

集計結果について�

フロン回収破壊法に基づく�
平成18年度のフロン類の破壊量の�

集計結果について�

平成19年6月28日に経済産業省及び環境省から
平成18年度のフロン類の破壊量の集計結果について、
報道発表がありました。内容は次のとおりです。

平成19年6月28日に経済産業省及び環境省から
平成18年度のフロン類の破壊量の集計結果について、
報道発表がありました。内容は次のとおりです。

�

   

「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及

び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」

（
以
下
「
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
」
と
い
う
。）

に
基
づ
き
、
フ
ロ
ン
類
破
壊
業
者
か
ら
平
成

18
年
度
分
の
フ
ロ
ン
類
の
破
壊
量
等
が
報
告

さ
れ
ま
し
た
。�

　
こ
れ
を
取
り
ま
と
め
た
と
こ
ろ
、
平
成
18

年
度
の
フ
ロ
ン
類
の
破
壊
量
は
約
３
，１
８
３

ト
ン
で
あ
り
、
平
成
17
年
度
の
破
壊
量
と
比

較
し
て
約
14
％
の
増
加
と
な
っ
て
い
ま
す
。�

�

１
．破
壊
量
等
の
集
計
結
果�

２
．特
定
製
品
別
の
引
取
量�

概
　
要

本
　
文

H18

H14

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

H15

H16

H17

CFC�

HCFC�

HFC

590

556 1623 608

954 1604 418

627 1467 335

354 1173 126

1821 772

破
壊
量
の
集
計
結
果�

4

フロン類を委託してフロン回収業者へ引き渡す場合の記載例

(1) 廃棄等実施者（ユーザー等）
　　〔委託確認書①〕を引渡受託者(受託業者)へ交付�

　　（甲）欄と（丁）欄の青い字で記入している部分に記入します。

(2) 引渡受託者（受託業者）
　　①に必要事項（回収業者情報等）を追記した〔委託確認書②〕をフロン回収業者へ回付�

　　（乙）欄と（丁）欄の茶色の字で記入している部分に記入します。�

　　　※ ①で記入された青い字の部分は複写されています。�

(3) フロン回収業者
　　②に必要事項（回収量等）を追記した〔引取証明書〕を引渡受託者へ交付（廃棄等実施者には写しを送付）�

　　（丁）欄及び「回収量等」欄の紫の字で記入している部分に記入します。�

　　（「回収冷媒等」欄以下の欄の紫の字で記入している部分は、帳簿の代わりに記録する場合のみ使用）

　　　※ ①で記入された青い字の部分及び②で記入された茶色の字の部分は複写されています。�

49,659�

2,429,506�

772,152�

3,201,658�

3,183,193�

68,123�

4,805�

252,762�

519,926�

772,687�

771,996�

5,496�

34,325�

1,839,739�

�

1,839,739�

1,821,499�

52,565�

10,529�

337,005�

252,226�

589,232�

589,699�

10,062�

合 計�HFCHCFCCFC

（単位kg）

年度当初の保管量�

第1種（業務用冷凍空調機器）�

第2種（カーエアコン）�

合計�

引取量�

破壊した量�

年度末の保管量�

行程管理票の記入方法や運用の仕方については、（中）フロン回収推進産業協議会（INFREP）のホームページをご覧下さい。URL：//www.infrep.jp
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特
　
集�

　
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
に
基
づ
き
フ
ロ
ン
類

破
壊
業
者
か
ら
報
告
の
あ
っ
た
平
成
18
年
度

に
お
け
る
フ
ロ
ン
類
の
破
壊
量
は
約
３
，１
８

３
ト
ン
で
あ
り
、
平
成
17
年
度
の
破
壊
量
と

比
較
し
て
約
14
％
の
増
加
と
な
り
ま
し
た
。

フ
ロ
ン
類
の
種
類
別
に
見
る
と
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ（
ク
ロ

フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
）
が
約
５
９
０
ト
ン
、
Ｈ
Ｃ

Ｆ
Ｃ
（
ハ
イ
ド
ロ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
ロ
カ
ー
ボ
ン
）

が
約
１
，８
２
１
ト
ン
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ
（
ハ
イ
ド
ロ
フ

ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
）
が
約
７
７
２
ト
ン
で
あ
り
、

全
て
の
種
類
に
お
い
て
破
壊
量
は
前
年
度
よ

り
増
加
し
て
い
ま
す
。�

��

　
フ
ロ
ン
類
破
壊
業
者
に
引
き
取
ら
れ
た
フ
ロ

ン
類
の
量
を
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
に
よ
る

特
定
製
品
別
に
見
る
と
、
第
一
種
特
定
製
品

（
業
務
用
冷
凍
空
調
機
器
）
か
ら
回
収
し
た

フ
ロ
ン
類
は
約
２
，４
３
０
ト
ン
で
平
成
17
年

度
に
比
べ
て
約
15
％
の
増
加
と
な
り
ま
し
た
。

第
二
種
特
定
製
品
（
カ
ー
エ
ア
コ
ン
）
か
ら

回
収
し
た
フ
ロ
ン
類
※
は
約
７
７
２
ト
ン
で
平

成
17
年
度
と
比
べ
て
約
11
％
の
増
加
と
な
り

ま
し
た
。 �

※ 

カ
ー
エ
ア
コ
ン
か
ら
の
冷
媒
フ
ロ
ン
類
の
回

収
は
、
平
成
17
年
１
月
か
ら
「
使
用
済
自

動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に

基
づ
い
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。�

�（
参
考
）�

　
平
成
14
年
よ
り
施
行
さ
れ
た
フ
ロ
ン
回
収
・

破
壊
法
に
基
づ
き
、
第
一
種
特
定
製
品
（
業

務
用
冷
凍
空
調
機
器
）
と
第
二
種
特
定
製

品
（
カ
ー
エ
ア
コ
ン
）
に
つ
い
て
、
機
器
の
廃

棄
時
の
フ
ロ
ン
類
の
回
収
・
破
壊
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
第
二
種
特
定
製
品
（
カ

ー
エ
ア
コ
ン
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
17
年
１
月

１
日
に
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関

す
る
法
律
（
以
下
「
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
」

と
い
う
。） 
が
本
格
施
行
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

こ
の
日
以
降
に
引
取
業
者
に
引
き
渡
さ
れ
た

使
用
済
自
動
車
に
搭
載
さ
れ
て
い
た
も
の
に

つ
い
て
は
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
い
て

冷
媒
フ
ロ
ン
類
の
回
収
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
い
て
回
収
さ
れ

た
冷
媒
フ
ロ
ン
類
を
含
め
、
破
壊
は
フ
ロ
ン
回

収
・
破
壊
法
に
基
づ
く
フ
ロ
ン
類
破
壊
業
者

に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。�

　
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
に
お
い
て
は
、
フ
ロ

ン
類
破
壊
業
者
は
毎
年
度
、
年
度
終
了
後

45
日
以
内
に
、
前
年
度
に
破
壊
し
た
量
等

を
主
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
て
お
り
（ 

第
34 
条
第
３
項
）、
ま
た
、

主
務
大
臣
は
、
こ
の
報
告
等
に
関
す
る
情
報

を
整
理
し
て
、
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類

の
回
収
及
び
破
壊
の
状
況
等
の
情
報
を
公
表

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
第
46
条
）。�

�����

平成18年度フロン類破壊量等の報告集計結果�

フロン類破壊量の推移

フロン回収破壊法に基づく�
平成18年度のフロン類の破壊量の�

集計結果について�

フロン回収破壊法に基づく�
平成18年度のフロン類の破壊量の�

集計結果について�

平成19年6月28日に経済産業省及び環境省から
平成18年度のフロン類の破壊量の集計結果について、
報道発表がありました。内容は次のとおりです。

平成19年6月28日に経済産業省及び環境省から
平成18年度のフロン類の破壊量の集計結果について、
報道発表がありました。内容は次のとおりです。

�

   

「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及

び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」

（
以
下
「
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
」
と
い
う
。）

に
基
づ
き
、
フ
ロ
ン
類
破
壊
業
者
か
ら
平
成

18
年
度
分
の
フ
ロ
ン
類
の
破
壊
量
等
が
報
告

さ
れ
ま
し
た
。�

　
こ
れ
を
取
り
ま
と
め
た
と
こ
ろ
、
平
成
18

年
度
の
フ
ロ
ン
類
の
破
壊
量
は
約
３
，１
８
３

ト
ン
で
あ
り
、
平
成
17
年
度
の
破
壊
量
と
比

較
し
て
約
14
％
の
増
加
と
な
っ
て
い
ま
す
。�

�

１
．破
壊
量
等
の
集
計
結
果�

２
．特
定
製
品
別
の
引
取
量�

概
　
要

本
　
文
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破
壊
量
の
集
計
結
果�

4

フロン類を委託してフロン回収業者へ引き渡す場合の記載例

(1) 廃棄等実施者（ユーザー等）
　　〔委託確認書①〕を引渡受託者(受託業者)へ交付�

　　（甲）欄と（丁）欄の青い字で記入している部分に記入します。

(2) 引渡受託者（受託業者）
　　①に必要事項（回収業者情報等）を追記した〔委託確認書②〕をフロン回収業者へ回付�

　　（乙）欄と（丁）欄の茶色の字で記入している部分に記入します。�

　　　※ ①で記入された青い字の部分は複写されています。�

(3) フロン回収業者
　　②に必要事項（回収量等）を追記した〔引取証明書〕を引渡受託者へ交付（廃棄等実施者には写しを送付）�

　　（丁）欄及び「回収量等」欄の紫の字で記入している部分に記入します。�

　　（「回収冷媒等」欄以下の欄の紫の字で記入している部分は、帳簿の代わりに記録する場合のみ使用）

　　　※ ①で記入された青い字の部分及び②で記入された茶色の字の部分は複写されています。�
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3,183,193�

68,123�

4,805�

252,762�

519,926�

772,687�

771,996�

5,496�

34,325�

1,839,739�

�

1,839,739�

1,821,499�

52,565�

10,529�

337,005�

252,226�

589,232�

589,699�

10,062�

合 計�HFCHCFCCFC

（単位kg）

年度当初の保管量�

第1種（業務用冷凍空調機器）�

第2種（カーエアコン）�

合計�

引取量�

破壊した量�

年度末の保管量�

行程管理票の記入方法や運用の仕方については、（中）フロン回収推進産業協議会（INFREP）のホームページをご覧下さい。URL：//www.infrep.jp
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本
協
議
会
会
員
の
皆
さ
ん
に
も
ご
協
力
い
た
だ

き
、
本
年
２
月
に
ア
ン
ケ
ー
ト
形
式
で
実
施
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
「
フ
ロ
ン
回
収
に
係
る
実
態
調
査
」

の
結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
に

つ
い
て
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。�

�

調
査
目
的�

　
オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
や
地
球
温
暖
化
を
招
く
フ
ロ

ン
を
大
気
中
に
み
だ
り
に
放
出
す
る
こ
と
を
禁
止

す
る
と
と
も
に
、
機
器
の
廃
棄
時
に
お
け
る
適
正

な
回
収
及
び
破
壊
処
理
の
実
施
等
を
義
務
づ
け

た
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破

壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
フ
ロ
ン
回

収
破
壊
法
）」
が
平
成
14
年
４
月
１
日
に
施
行

さ
れ
て
い
ま
す
。�

　
し
か
し
な
が
ら
業
務
用
冷
凍
空
調
機
器
か
ら

の
フ
ロ
ン
回
収
に
つ
い
て
は
、
回
収
率
が
３
割
程
度

と
低
い
水
準
で
推
移
し
て
お
り
、
さ
ら
な
る
回
収

向
上
を
図
る
た
め
、
平
成
19
年
10
月
１
日
か
ら
、

行
程
管
理
制
度
の
導
入
、
機
器
整
備
時
の
フ
ロ
ン

回
収
の
義
務
付
け
、
建
物
解
体
時
の
対
象
機
器

の
有
無
の
確
認
や
リ
サ
イ
ク
ル
時
の
フ
ロ
ン
回
収
の

義
務
付
け
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
改
正
フ
ロ
ン
法
が

施
行
さ
れ
る
こ
と
と
に
な
り
ま
し
た
。�

　
今
回
の
調
査
で
は
、
兵
庫
県
内
に
お
け
る
「
業

務
用
空
調
機
器
」「
業
務
用
冷
蔵
・
冷
凍
機
器
」

に
含
ま
れ
る
フ
ロ
ン
を
廃
棄
等
の
過
程
で
回
収
し
、

回
収
フ
ロ
ン
の
的
確
な
処
理
を
推
進
す
る
た
め
に

『
制
度
面
の
抜
本
的
見
直
し
を
含
め
た
回
収
率
向

上
対
策
』
を
検
討
す
る
た
め
の
参
考
資
料
の
収

集
を
目
的
と
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま

し
た
。�

�

調
査
概
要�

（
調
査
方
法
）
郵
送
調
査
法�

（
調
査
期
間
）�

　
2
0
0
7
年
２
月
13
日（
水
）〜
２
月
28
日（
水
）�

（
調
査
対
象
者
）�

　﹇
業
務
用
空
調
機
器
﹈�

　
機
器
廃
棄
者（
ユ
ー
ザ
ー
）、取
引
・
処
理
業
者
、�

　
建
設
解
体
業
者
　
等�

　﹇
業
務
用
冷
蔵
・
冷
凍
機
器
﹈�

　
機
器
廃
棄
者（
ユ
ー
ザ
ー
）、設
置
業
者
　
等�

（
調
査
対
象
）�

　
以
下
の
団
体
に
加
盟
す
る
１
，０
０
５
社�

　
　（
う
ち
空
調
9
3
9
社
、
冷
蔵
9
0
9
社
）�

　
・
兵
庫
県
フ
ロ
ン
回
収
・
処
理
推
進
協
議
会�

　
・
兵
庫
県
冷
凍
設
備
保
安
協
会�

　
・
兵
庫
県
冷
凍
空
調
工
業
会�

　
・
兵
庫
県
電
機
商
業
組
合�

　
・
兵
庫
県
冷
蔵
倉
庫
協
会�

　
・
兵
庫
県
産
業
廃
棄
物
協
会�

　
・
兵
庫
県
解
体
工
事
協
会�

　
・
兵
庫
県
建
設
業
協
会�

調
査
結
果
概
要

【
業
務
用
空
調
機
器
】�

（
全
体
傾
向
）�

　
８
割
を
超
え
る
事
業
者
に
お
い
て
は
「
フ
ロ
ン

回
収
破
壊
法
」
が
認
知
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
業

種
別
で
は
建
物
解
体
業
者
・
機
器
廃
棄
者
に
お

い
て
は
認
知
度
が
低
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。�

　
業
務
用
空
調
機
器
の
フ
ロ
ン
回
収
に
つ
い
て
は
、

建
設
解
体
や
リ
フ
ォ
ー
ム
・
機
器
更
新
の
際
に
発

生
し
ま
す
が
、
建
物
解
体
業
者
が
フ
ロ
ン
回
収
業

務
を
廃
棄
者
が
請
け
負
う
ケ
ー
ス
は
回
収
実
績

の
あ
る
事
業
所
全
体
の
3.
2
％
に
止
ま
っ
て
お
り
、

約
８
割
の
事
業
者
は
、「
廃
棄
者
が
直
接
フ
ロ
ン

回
収
業
者
と
契
約
」
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
。�

　
そ
し
て
、
回
収
時
の
処
理
確
認
方
法
に
つ
い
て

は
、「
処
理
確
認
を
し
て
い
な
い
」
と
す
る
事
業

者
は
全
体
の
１
割
に
止
ま
っ
て
お
り
、
約
７
割
の

事
業
者
は
、「
回
収
業
者
か
ら
の
管
理
表
の
提
出
」

も
し
く
は
「
回
収
業
者
か
ら
の
報
告
」
に
基
づ
き

確
認
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。�

　
他
方
、
法
の
施
行
後
、
回
収
実
績
の
な
い
事

業
者
に
お
い
て
は
、
そ
の
約
２
割
の
事
業
者
が
「
フ

ロ
ン
回
収
を
機
器
撤
去
依
頼
先
に
任
せ
て
い
る
」

と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
の
約
４
割
に
相

当
す
る
事
業
者
は
、「
回
収
の
確
認
を
し
て
い
な

い
」
と
い
う
状
況
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
業
者
（
こ

れ
か
ら
回
収
作
業
が
発
生
す
る
可
能
性
が
高
い

事
業
者
）
に
対
す
る
法
律
に
基
づ
く
適
切
な
フ
ロ

ン
回
収
の
実
践
・
指
導
が
必
要
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。�

�（
集
計
項
目
別
傾
向
）�

　（
回
答
企
業
4
2
1
社（
回
答
率
4
4.
8
％
））�

(1) 

「
フ
ロ
ン
回
収
破
壊
法
」
の
認
知
度�

･

８
割
を
越
え
る
事
業
者
が
「
知
っ
て
い
る
」　
　

　
と
い
う
状
況
に
あ
る
が
、
建
物
解
体
業
者
、　

　
機
器
廃
棄
者
に
お
い
て
本
法
律
の
認
知
度
が
低
い
。�

(2) 

フ
ロ
ン
充
填
量
の
把
握�

･

フ
ロ
ン
充
填
量
の
把
握
状
況
は
、「
把
握
し
て
い

る
」
が
４
７.
３
％
と
い
う
状
況
。�

･

業
種
別
で
は
、
機
器
廃
棄
者
（
4
5.
5
％
）、

　
建
物
解
体
業
者
（
3
6.
4
％
）、
建
設
業
者

（
1
1
.
1
％
）
が
低
い
。�

(3) 

フ
ロ
ン
回
収
実
績
の
有
無
に
つ
い
て
（「
フ
ロ
ン

　
回
収
破
壊
法
」
の
施
行
（
2
0
0
2
年
４
月

　
１
日
）
以
降
）�

･

「
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
」
が
5
2.
5
％
（
2
2
1

　
社
）、「
行
っ
た
こ
と
が
な
い
」
が
4
1.
8
　％

　（
1
7
6
社
）
と
い
う
状
況
。�

(4) 

フ
ロ
ン
回
収
事
業
者
と
の
契
約
形
態�

･

機
器
廃
棄
者
（
ユ
ー
ザ
ー
）
が
7
6.
0
％
、

　
販
売
店
・
工
事
業
者
1
0.
4
％
と
い
う
順
　

　
に
多
い
。�

･

『
特
命
随
意
契
約
』
の
場
合
の
条
件
明
示
と
フ

　
ロ
ン
回
収
費
用
は
、「
回
収
費
用
を
見
込
ん
だ

　
工
事
の
受
注
・
発
注
（
7
0
.
1
％
）」、「
回

　
収
費
用
は
清
算
と
し
て
受
注
・
発
注
（
1
0
.
4

　
％
）」
と
い
う
順
に
多
い
。�

(5) 

フ
ロ
ン
回
収
時
の
処
理
確
認�

･

フ
ロ
ン
回
収
時
の
処
理
確
認
の
方
法
は
、「
回
収

　
事
業
者
が
フ
ロ
ン
処
理
の
管
理
表
を
提
示
し
、

　
適
正
処
理
を
確
認
し
て
い
る
（
3
3.
9　
％
）」

　「
回
収
事
業
者
か
ら
の
報
告
に
基
づ
き
確
認
し

　
て
い
る
（
3
4.
8
％
）」「
発
注
者
が
フ
ロ
ン
回

　
収
時
に
立
ち
会
い
、
回
収
を
確
認
し
て
い
る
（
1
4.
5

　
％
）」
と
い
う
内
訳
。�

･

「
特
別
確
認
は
し
て
い
な
い
」
と
回
答
の
あ
っ
た

　
事
業
者
は
全
体
の
約
１
割
に
止
ま
っ
て
い
る
。�

(6) 
事
業
所
毎
の
回
収
率�

･

各
事
業
所
に
お
け
る
フ
ロ
ン
の
回
収
率
に
つ
い
　

　
て
は
、
90
％
以
上
（
6
4.
7
％
）、
75
〜
　

　
90
％
（
1
2.
2
％
）、
50
〜
75
％
（
6.
3
％
）

　
と
い
う
順
に
多
い
。�

･

„
90
％
以
上
の
回
収
率
“と
回
答
し
た
事
業
者

　
は
、「
建
物
解
体
業
者
の
8
0.
0
％
」「
機

　
器
廃
棄
者
の
7
0.
9
％
」「
販
売
・
工
事
業
者

　
の
6
1.
1
％
」
に
相
当
す
る
事
業
者
が
該
当
。�

(7) 

回
収
実
績
の
な
い
事
業
所�

･

フ
ロ
ン
回
収
の
実
績
が
な
い
事
業
者
（
1
7
6
社
、

　
回
答
事
業
所
の
4
1.
8
％
）
の
2
3.
0
％

　（
40
社
）
が
「
フ
ロ
ン
回
収
は
機
器
撤
去
依
頼
先

　
に
任
せ
て
い
る
」。�

･

上
記
の
40
社
の
3
7
.
5
％
に
相
当
す
る
事

　
業
者
は
、
フ
ロ
ン
回
収
時
に
「
特
別
処
理
確
認

　
は
し
て
い
な
い
」。�

(8) 

今
後
の
フ
ロ
ン
排
出
抑
制
に
係
る
取
組
み�

･

「
廃
棄
案
件
が
発
生
し
た
場
合
の
都
度
回
収
事

　
業
者
へ
の
依
頼
」
が
6
9.
3
％
と
最
も
多
く
、

　
以
下「
フ
ロ
ン
回
収
伝
票
な
ど
に
よ
る
管
理（
2
9.
1

　
％
）」、「
業
務
要
領
に
よ
る
管
理
（
2
3.
4

　
％
）」、「
施
工
計
画
時
の
フ
ロ
ン
回
収
計
画
の

　
作
成
（
1
1.
7
％
）」
の
順
と
な
っ
て
い
る
。�

�【
業
務
用
冷
蔵
・
冷
凍
機
器
】�

（
全
体
傾
向
）�

　
８
割
を
超
え
る
事
業
者
に
お
い
て
は
「
フ
ロ
ン

回
収
破
壊
法
」
が
認
知
さ
れ
て
お
り
、
業
種
別

で
の
認
知
度
の
差
異
は
殆
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。�

　
業
務
用
冷
蔵
・
冷
凍
機
器
の
フ
ロ
ン
回
収
に
つ

い
て
は
、
主
に
リ
フ
ォ
ー
ム
・
機
器
更
新
の
際
に
発

生
し
ま
す
が
、
販
売
・
設
備
工
事
業
者
や
機
器

製
造
業
者
が
フ
ロ
ン
回
収
業
務
を
廃
棄
者
が
請
け

負
う
ケ
ー
ス
は
回
収
実
績
の
あ
る
事
業
所
全
体
の

1
5.
0
％
あ
り
、
残
り
の
約
８
割
の
事
業
者
は
、

「
廃
棄
者
が
直
接
フ
ロ
ン
回
収
業
者
と
契
約
」
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。�

　
そ
し
て
、
回
収
時
の
処
理
確
認
方
法
に
つ
い
て

は
、「
処
理
確
認
を
し
て
い
な
い
」
と
す
る
事
業

者
は
全
体
の
１
割
に
止
ま
っ
て
お
り
、
約
８
割
の

事
業
者
は
、「
回
収
業
者
か
ら
の
管
理
表
の
提
出
」

も
し
く
は
「
回
収
業
者
か
ら
の
報
告
」
さ
ら
に
「
回

収
時
の
立
ち
会
い
」
な
ど
に
よ
っ
て
確
認
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。�

　
他
方
、
法
の
施
行
後
、
回
収
実
績
の
な
い
事

業
者
に
お
い
て
は
、
そ
の
約
２
割
の
事
業
者
が
「
フ

ロ
ン
回
収
を
機
器
撤
去
依
頼
先
に
任
せ
て
い
る
」

と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
の
約
４
割
に
相

当
す
る
事
業
者
は
、「
回
収
の
確
認
を
し
て
い
な

い
」
と
い
う
状
況
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
業
者
（
こ

れ
か
ら
回
収
作
業
が
発
生
す
る
可
能
性
が
高
い

事
業
者
）
に
対
す
る
法
律
に
基
づ
く
適
切
な
フ
ロ

ン
回
収
の
実
践
・
指
導
が
必
要
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。�

�（
集
計
項
目
別
傾
向
）�

　（
回
答
企
業
3
4
1
社
（
回
答
率
3
7.
5
％
））�

(1) 

「
フ
ロ
ン
回
収
破
壊
法
」
の
認
知
度�

･

８
割
を
越
え
る
事
業
者
が
「
知
っ
て
い
る
」
と
い

　
う
状
況
に
あ
る
が
、
機
器
廃
棄
者
、
販
売
・

　
工
事
業
者
に
お
い
て
本
法
律
の
認
知
度
が
低
い
。�

(2) 

フ
ロ
ン
充
填
量
の
把
握�

･

フ
ロ
ン
充
填
量
の
把
握
状
況
は
、「
把
握
し
て
い�

   

る
」
が
4
5.
5
％
と
い
う
状
況
。�

･

業
種
別
で
は
、
機
器
廃
棄
者
（
4
4.
8
％
）�

  

が
最
も
低
い
。�

(3) 

フ
ロ
ン
回
収
実
績
の
有
無
に
つ
い
て
（「
フ
ロ
ン�

 

回
収
破
壊
法
」
の
施
行
（
2
0
0
2
年
４
月
１ �

  

日
）
以
降
）�

･

「
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
」
が
4
4.
9
％（
1
5
3
 
 

　
社
）、「
行
っ
た
こ
と
が
な
い
」
が
4
7
.
2
％�

 

（
1
6
0
社
）
と
い
う
状
況
。�

(4) 

フ
ロ
ン
回
収
事
業
者
と
の
契
約
形
態�

･

機
器
廃
棄
者
（
ユ
ー
ザ
ー
）
が
7
9
.
7
％
、�

 

販
売
店
・
工
事
業
者
1
2.
4
％
と
い
う
順
に�

  

多
い
。�

･

『
特
命
契
約
』
の
場
合
の
条
件
明
示
と
フ
ロ
ン
回�

  

収
費
用
は
、「
回
収
費
用
を
見
込
ん
だ
工
事
の�

 

受
注
・
発
注
（
6
8.
0
％
）」、「
回
収
費
用�

  

は
清
算
と
し
て
受
注
・
発
注
（
1
2
.
4
％
）」�

  

と
い
う
順
に
多
い
。�

(5) 

フ
ロ
ン
回
収
時
の
処
理
確
認�

･

フ
ロ
ン
回
収
時
の
処
理
確
認
の
方
法
は
、「
回
収�

  

事
業
者
が
フ
ロ
ン
処
理
の
管
理
表
を
提
示
し
、�

  

適
正
処
理
を
確
認
し
て
い
る
（
2
3
.
5
％
）」�

 

「
回
収
事
業
者
か
ら
の
報
告
に
基
づ
き
確
認
し�

   

て
い
る
（
3
6
.
6
％
）」「
発
注
者
が
フ
ロ
ン
回�

  

収
時
に
立
ち
会
い
、
回
収
を
確
認
し
て
い
る�

 

（
1
7
.
0
％
）」
と
い
う
内
訳
。�

･

「
特
別
確
認
は
し
て
い
な
い
」
と
回
答
の
あ
っ
た�

  

事
業
者
は
全
体
の
約
１
割
に
止
ま
っ
て
い
る
。�

(6) 

事
業
所
毎
の
回
収
率�

･

各
事
業
所
に
お
け
る
フ
ロ
ン
の
回
収
率
に
つ
い
て�

  

は
、
90
％
以
上
（
6
2
.
7
％
）、
75
〜
90
％�

　（
7.
8
％
）、
50
〜
75
％
（
5.
9
％
）
と
い
う�

  

順
に
多
い
。�

･

„
90
％
以
上
の
回
収
率
“と
回
答
し
た
事
業
者�

  

の
う
ち
、「
冷
媒
回
収
・
処
理
業
者
」
の
回
収�

  

率
が
最
も
高
い
。�

(7) 

回
収
実
績
の
な
い
事
業
所�

･

フ
ロ
ン
回
収
の
実
績
が
な
い
事
業
者
（
1
6
0

　
社
、
回
答
事
業
所
の
4
7
.
2
％
）
の
1
5.�

  

6
％
（
29
社
）
が
「
フ
ロ
ン
回
収
は
機
器
撤
去�

  

依
頼
先
に
任
せ
て
い
る
」。�

･

上
記
の
29
社
の
4
4.
8
％
に
相
当
す
る
事�

  

業
者
は
、
フ
ロ
ン
回
収
時
に
「
特
別
処
理
確
認�

  

は
し
て
い
な
い
」。�

(8) 

今
後
の
フ
ロ
ン
排
出
抑
制
に
係
る
取
組
み�

･

「
廃
棄
案
件
が
発
生
し
た
場
合
の
都
度
回
収
事�

  

業
者
へ
の
依
頼
」
が
7
1
.
3
％
と
最
も
多
く
、�

 

以
下
「
フ
ロ
ン
回
収
伝
票
な
ど
に
よ
る
管
理�

 

（
2
3
.
4
％
）」、「
業
務
要
領
に
よ
る
管
理�

  

（
2
2
.
7
％
）」、「
施
工
計
画
時
の
フ
ロ
ン
回
収�

 

計
画
の
作
成
（
9
.
8
％
）」
の
順
と
な
っ
て�

  

い
る
。�

�

フ
ロ
ン
回
収�

実
体
調
査�

フ
ロ
ン
回
収�

実
体
調
査�

「フロン回収に係る実態調査」�
の結果がまとまりました�

「フロン回収に係る実態調査」�
の結果がまとまりました�

業務用空調機器ならびに業務用冷蔵・冷凍機器に係る

機器の更新及び廃棄・建物解体改修工事における

設　問� 業務用空調機器� 業務用冷蔵・冷凍機器�

基本情報�
対象事業者数：939社�
回答事業者数：421社（回答率44.8％）�

認知度：83.6％�
建物解体業者、機器廃棄者の認知度が低い�

把握率：47.3％�
機器廃棄者、建物解体業者、建設業者の把握率が低い�

2002年４月１日以降�
実施率：52.5％�

機器廃棄者、販売店・工事業者が直接契約を交わすケースが多い�
（計86.4％）�

特命契約の場合、回収費用を見込んだ工事の受注・発注が最も多い�

回収事業者からの報告に基づき確認している（34.8％）が最も多い�

フロン回収を機器撤去依頼先に任せている事業者が23.0％（40／176社）�

「廃棄案件が発生した場合の都度回収事業者への依頼」が69.3％と最も多い�

90％以上の回収率の事業者は全体の64.7％�

建物解体業者、機器廃棄者、販売・工事業者の60～80％に相当する事業�
者が該当�

対象事業者数：909社�
回答事業者数：341社（回答率37.5％）�

認知度：79.5％�
販売・工事業者、機器廃棄者の認知度が低い�

把握率：45.5％�
機器廃棄者の把握率が低い�

2002年４月１日以降�
実施率：44.9％�

機器廃棄者、販売店・工事業者が直接契約を交わすケースが多い�
（計92.1％）�

特命契約の場合、回収費用を見込んだ工事の受注・発注が最も多い�

回収事業者からの報告に基づき確認している（36.6％）が最も多い�

フロン回収を機器撤去依頼先に任せている事業者が15.6％（25／160社）�

「廃棄案件が発生した場合の都度回収事業者への依頼」が71.3％と最も多い�

90％以上の回収率の事業者は全体の62.7％�

冷媒回収・処理業者の回収率が最も高い�

(1)「フロン回収破壊法」の認知度�

(2)フロン充填量の把握�

(3)フロン回収実績�

(4)フロン回収事業者との契約形態�

(5)フロン回収時の処理確認�

(6)事業所毎の回収率�

(7)回収実績のない事業所の現況�

(8)今後のフロン排出抑制に係る取組み�

（総括）空調機器・冷蔵・冷凍機器の回答比較
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本
協
議
会
会
員
の
皆
さ
ん
に
も
ご
協
力
い
た
だ

き
、
本
年
２
月
に
ア
ン
ケ
ー
ト
形
式
で
実
施
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
「
フ
ロ
ン
回
収
に
係
る
実
態
調
査
」

の
結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
に

つ
い
て
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。�

�

調
査
目
的�

　
オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
や
地
球
温
暖
化
を
招
く
フ
ロ

ン
を
大
気
中
に
み
だ
り
に
放
出
す
る
こ
と
を
禁
止

す
る
と
と
も
に
、
機
器
の
廃
棄
時
に
お
け
る
適
正

な
回
収
及
び
破
壊
処
理
の
実
施
等
を
義
務
づ
け

た
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破

壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
フ
ロ
ン
回

収
破
壊
法
）」
が
平
成
14
年
４
月
１
日
に
施
行

さ
れ
て
い
ま
す
。�

　
し
か
し
な
が
ら
業
務
用
冷
凍
空
調
機
器
か
ら

の
フ
ロ
ン
回
収
に
つ
い
て
は
、
回
収
率
が
３
割
程
度

と
低
い
水
準
で
推
移
し
て
お
り
、
さ
ら
な
る
回
収

向
上
を
図
る
た
め
、
平
成
19
年
10
月
１
日
か
ら
、

行
程
管
理
制
度
の
導
入
、
機
器
整
備
時
の
フ
ロ
ン

回
収
の
義
務
付
け
、
建
物
解
体
時
の
対
象
機
器

の
有
無
の
確
認
や
リ
サ
イ
ク
ル
時
の
フ
ロ
ン
回
収
の

義
務
付
け
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
改
正
フ
ロ
ン
法
が

施
行
さ
れ
る
こ
と
と
に
な
り
ま
し
た
。�

　
今
回
の
調
査
で
は
、
兵
庫
県
内
に
お
け
る
「
業

務
用
空
調
機
器
」「
業
務
用
冷
蔵
・
冷
凍
機
器
」

に
含
ま
れ
る
フ
ロ
ン
を
廃
棄
等
の
過
程
で
回
収
し
、

回
収
フ
ロ
ン
の
的
確
な
処
理
を
推
進
す
る
た
め
に

『
制
度
面
の
抜
本
的
見
直
し
を
含
め
た
回
収
率
向

上
対
策
』
を
検
討
す
る
た
め
の
参
考
資
料
の
収

集
を
目
的
と
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま

し
た
。�

�

調
査
概
要�

（
調
査
方
法
）
郵
送
調
査
法�

（
調
査
期
間
）�

　
2
0
0
7
年
２
月
13
日（
水
）〜
２
月
28
日（
水
）�

（
調
査
対
象
者
）�

　﹇
業
務
用
空
調
機
器
﹈�

　
機
器
廃
棄
者（
ユ
ー
ザ
ー
）、取
引
・
処
理
業
者
、�

　
建
設
解
体
業
者
　
等�

　﹇
業
務
用
冷
蔵
・
冷
凍
機
器
﹈�

　
機
器
廃
棄
者（
ユ
ー
ザ
ー
）、設
置
業
者
　
等�

（
調
査
対
象
）�

　
以
下
の
団
体
に
加
盟
す
る
１
，０
０
５
社�

　
　（
う
ち
空
調
9
3
9
社
、
冷
蔵
9
0
9
社
）�

　
・
兵
庫
県
フ
ロ
ン
回
収
・
処
理
推
進
協
議
会�

　
・
兵
庫
県
冷
凍
設
備
保
安
協
会�

　
・
兵
庫
県
冷
凍
空
調
工
業
会�

　
・
兵
庫
県
電
機
商
業
組
合�

　
・
兵
庫
県
冷
蔵
倉
庫
協
会�

　
・
兵
庫
県
産
業
廃
棄
物
協
会�

　
・
兵
庫
県
解
体
工
事
協
会�

　
・
兵
庫
県
建
設
業
協
会�

調
査
結
果
概
要

【
業
務
用
空
調
機
器
】�

（
全
体
傾
向
）�

　
８
割
を
超
え
る
事
業
者
に
お
い
て
は
「
フ
ロ
ン

回
収
破
壊
法
」
が
認
知
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
業

種
別
で
は
建
物
解
体
業
者
・
機
器
廃
棄
者
に
お

い
て
は
認
知
度
が
低
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。�

　
業
務
用
空
調
機
器
の
フ
ロ
ン
回
収
に
つ
い
て
は
、

建
設
解
体
や
リ
フ
ォ
ー
ム
・
機
器
更
新
の
際
に
発

生
し
ま
す
が
、
建
物
解
体
業
者
が
フ
ロ
ン
回
収
業

務
を
廃
棄
者
が
請
け
負
う
ケ
ー
ス
は
回
収
実
績

の
あ
る
事
業
所
全
体
の
3.
2
％
に
止
ま
っ
て
お
り
、

約
８
割
の
事
業
者
は
、「
廃
棄
者
が
直
接
フ
ロ
ン

回
収
業
者
と
契
約
」
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
。�

　
そ
し
て
、
回
収
時
の
処
理
確
認
方
法
に
つ
い
て

は
、「
処
理
確
認
を
し
て
い
な
い
」
と
す
る
事
業

者
は
全
体
の
１
割
に
止
ま
っ
て
お
り
、
約
７
割
の

事
業
者
は
、「
回
収
業
者
か
ら
の
管
理
表
の
提
出
」

も
し
く
は
「
回
収
業
者
か
ら
の
報
告
」
に
基
づ
き

確
認
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。�

　
他
方
、
法
の
施
行
後
、
回
収
実
績
の
な
い
事

業
者
に
お
い
て
は
、
そ
の
約
２
割
の
事
業
者
が
「
フ

ロ
ン
回
収
を
機
器
撤
去
依
頼
先
に
任
せ
て
い
る
」

と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
の
約
４
割
に
相

当
す
る
事
業
者
は
、「
回
収
の
確
認
を
し
て
い
な

い
」
と
い
う
状
況
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
業
者
（
こ

れ
か
ら
回
収
作
業
が
発
生
す
る
可
能
性
が
高
い

事
業
者
）
に
対
す
る
法
律
に
基
づ
く
適
切
な
フ
ロ

ン
回
収
の
実
践
・
指
導
が
必
要
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。�

�（
集
計
項
目
別
傾
向
）�

　（
回
答
企
業
4
2
1
社（
回
答
率
4
4.
8
％
））�

(1) 

「
フ
ロ
ン
回
収
破
壊
法
」
の
認
知
度�

･

８
割
を
越
え
る
事
業
者
が
「
知
っ
て
い
る
」　
　

　
と
い
う
状
況
に
あ
る
が
、
建
物
解
体
業
者
、　

　
機
器
廃
棄
者
に
お
い
て
本
法
律
の
認
知
度
が
低
い
。�

(2) 

フ
ロ
ン
充
填
量
の
把
握�

･

フ
ロ
ン
充
填
量
の
把
握
状
況
は
、「
把
握
し
て
い

る
」
が
４
７.
３
％
と
い
う
状
況
。�

･

業
種
別
で
は
、
機
器
廃
棄
者
（
4
5.
5
％
）、

　
建
物
解
体
業
者
（
3
6.
4
％
）、
建
設
業
者

（
1
1
.
1
％
）
が
低
い
。�

(3) 

フ
ロ
ン
回
収
実
績
の
有
無
に
つ
い
て
（「
フ
ロ
ン

　
回
収
破
壊
法
」
の
施
行
（
2
0
0
2
年
４
月

　
１
日
）
以
降
）�

･

「
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
」
が
5
2.
5
％
（
2
2
1

　
社
）、「
行
っ
た
こ
と
が
な
い
」
が
4
1.
8
　％

　（
1
7
6
社
）
と
い
う
状
況
。�

(4) 

フ
ロ
ン
回
収
事
業
者
と
の
契
約
形
態�

･

機
器
廃
棄
者
（
ユ
ー
ザ
ー
）
が
7
6.
0
％
、

　
販
売
店
・
工
事
業
者
1
0.
4
％
と
い
う
順
　

　
に
多
い
。�

･

『
特
命
随
意
契
約
』
の
場
合
の
条
件
明
示
と
フ

　
ロ
ン
回
収
費
用
は
、「
回
収
費
用
を
見
込
ん
だ

　
工
事
の
受
注
・
発
注
（
7
0
.
1
％
）」、「
回

　
収
費
用
は
清
算
と
し
て
受
注
・
発
注
（
1
0
.
4

　
％
）」
と
い
う
順
に
多
い
。�

(5) 

フ
ロ
ン
回
収
時
の
処
理
確
認�

･

フ
ロ
ン
回
収
時
の
処
理
確
認
の
方
法
は
、「
回
収

　
事
業
者
が
フ
ロ
ン
処
理
の
管
理
表
を
提
示
し
、

　
適
正
処
理
を
確
認
し
て
い
る
（
3
3.
9　
％
）」

　「
回
収
事
業
者
か
ら
の
報
告
に
基
づ
き
確
認
し

　
て
い
る
（
3
4.
8
％
）」「
発
注
者
が
フ
ロ
ン
回

　
収
時
に
立
ち
会
い
、
回
収
を
確
認
し
て
い
る
（
1
4.
5

　
％
）」
と
い
う
内
訳
。�

･

「
特
別
確
認
は
し
て
い
な
い
」
と
回
答
の
あ
っ
た

　
事
業
者
は
全
体
の
約
１
割
に
止
ま
っ
て
い
る
。�

(6) 
事
業
所
毎
の
回
収
率�

･

各
事
業
所
に
お
け
る
フ
ロ
ン
の
回
収
率
に
つ
い
　

　
て
は
、
90
％
以
上
（
6
4.
7
％
）、
75
〜
　

　
90
％
（
1
2.
2
％
）、
50
〜
75
％
（
6.
3
％
）

　
と
い
う
順
に
多
い
。�

･

„
90
％
以
上
の
回
収
率
“と
回
答
し
た
事
業
者

　
は
、「
建
物
解
体
業
者
の
8
0.
0
％
」「
機

　
器
廃
棄
者
の
7
0.
9
％
」「
販
売
・
工
事
業
者

　
の
6
1.
1
％
」
に
相
当
す
る
事
業
者
が
該
当
。�

(7) 

回
収
実
績
の
な
い
事
業
所�

･

フ
ロ
ン
回
収
の
実
績
が
な
い
事
業
者
（
1
7
6
社
、

　
回
答
事
業
所
の
4
1.
8
％
）
の
2
3.
0
％

　（
40
社
）
が
「
フ
ロ
ン
回
収
は
機
器
撤
去
依
頼
先

　
に
任
せ
て
い
る
」。�

･

上
記
の
40
社
の
3
7
.
5
％
に
相
当
す
る
事

　
業
者
は
、
フ
ロ
ン
回
収
時
に
「
特
別
処
理
確
認

　
は
し
て
い
な
い
」。�

(8) 

今
後
の
フ
ロ
ン
排
出
抑
制
に
係
る
取
組
み�

･

「
廃
棄
案
件
が
発
生
し
た
場
合
の
都
度
回
収
事

　
業
者
へ
の
依
頼
」
が
6
9.
3
％
と
最
も
多
く
、

　
以
下「
フ
ロ
ン
回
収
伝
票
な
ど
に
よ
る
管
理（
2
9.
1

　
％
）」、「
業
務
要
領
に
よ
る
管
理
（
2
3.
4

　
％
）」、「
施
工
計
画
時
の
フ
ロ
ン
回
収
計
画
の

　
作
成
（
1
1.
7
％
）」
の
順
と
な
っ
て
い
る
。�

�【
業
務
用
冷
蔵
・
冷
凍
機
器
】�

（
全
体
傾
向
）�

　
８
割
を
超
え
る
事
業
者
に
お
い
て
は
「
フ
ロ
ン

回
収
破
壊
法
」
が
認
知
さ
れ
て
お
り
、
業
種
別

で
の
認
知
度
の
差
異
は
殆
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。�

　
業
務
用
冷
蔵
・
冷
凍
機
器
の
フ
ロ
ン
回
収
に
つ

い
て
は
、
主
に
リ
フ
ォ
ー
ム
・
機
器
更
新
の
際
に
発

生
し
ま
す
が
、
販
売
・
設
備
工
事
業
者
や
機
器

製
造
業
者
が
フ
ロ
ン
回
収
業
務
を
廃
棄
者
が
請
け

負
う
ケ
ー
ス
は
回
収
実
績
の
あ
る
事
業
所
全
体
の

1
5.
0
％
あ
り
、
残
り
の
約
８
割
の
事
業
者
は
、

「
廃
棄
者
が
直
接
フ
ロ
ン
回
収
業
者
と
契
約
」
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。�

　
そ
し
て
、
回
収
時
の
処
理
確
認
方
法
に
つ
い
て

は
、「
処
理
確
認
を
し
て
い
な
い
」
と
す
る
事
業

者
は
全
体
の
１
割
に
止
ま
っ
て
お
り
、
約
８
割
の

事
業
者
は
、「
回
収
業
者
か
ら
の
管
理
表
の
提
出
」

も
し
く
は
「
回
収
業
者
か
ら
の
報
告
」
さ
ら
に
「
回

収
時
の
立
ち
会
い
」
な
ど
に
よ
っ
て
確
認
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。�

　
他
方
、
法
の
施
行
後
、
回
収
実
績
の
な
い
事

業
者
に
お
い
て
は
、
そ
の
約
２
割
の
事
業
者
が
「
フ

ロ
ン
回
収
を
機
器
撤
去
依
頼
先
に
任
せ
て
い
る
」

と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
の
約
４
割
に
相

当
す
る
事
業
者
は
、「
回
収
の
確
認
を
し
て
い
な

い
」
と
い
う
状
況
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
業
者
（
こ

れ
か
ら
回
収
作
業
が
発
生
す
る
可
能
性
が
高
い

事
業
者
）
に
対
す
る
法
律
に
基
づ
く
適
切
な
フ
ロ

ン
回
収
の
実
践
・
指
導
が
必
要
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。�

�（
集
計
項
目
別
傾
向
）�

　（
回
答
企
業
3
4
1
社
（
回
答
率
3
7.
5
％
））�

(1) 

「
フ
ロ
ン
回
収
破
壊
法
」
の
認
知
度�

･
８
割
を
越
え
る
事
業
者
が
「
知
っ
て
い
る
」
と
い

　
う
状
況
に
あ
る
が
、
機
器
廃
棄
者
、
販
売
・

　
工
事
業
者
に
お
い
て
本
法
律
の
認
知
度
が
低
い
。�

(2) 

フ
ロ
ン
充
填
量
の
把
握�

･

フ
ロ
ン
充
填
量
の
把
握
状
況
は
、「
把
握
し
て
い�

   

る
」
が
4
5.
5
％
と
い
う
状
況
。�

･

業
種
別
で
は
、
機
器
廃
棄
者
（
4
4.
8
％
）�

  

が
最
も
低
い
。�

(3) 

フ
ロ
ン
回
収
実
績
の
有
無
に
つ
い
て
（「
フ
ロ
ン�

 

回
収
破
壊
法
」
の
施
行
（
2
0
0
2
年
４
月
１ �

  

日
）
以
降
）�

･

「
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
」
が
4
4.
9
％（
1
5
3
 
 

　
社
）、「
行
っ
た
こ
と
が
な
い
」
が
4
7
.
2
％�

 

（
1
6
0
社
）
と
い
う
状
況
。�

(4) 

フ
ロ
ン
回
収
事
業
者
と
の
契
約
形
態�

･

機
器
廃
棄
者
（
ユ
ー
ザ
ー
）
が
7
9
.
7
％
、�

 

販
売
店
・
工
事
業
者
1
2.
4
％
と
い
う
順
に�

  

多
い
。�

･

『
特
命
契
約
』
の
場
合
の
条
件
明
示
と
フ
ロ
ン
回�

  

収
費
用
は
、「
回
収
費
用
を
見
込
ん
だ
工
事
の�

 

受
注
・
発
注
（
6
8.
0
％
）」、「
回
収
費
用�

  

は
清
算
と
し
て
受
注
・
発
注
（
1
2
.
4
％
）」�

  

と
い
う
順
に
多
い
。�

(5) 

フ
ロ
ン
回
収
時
の
処
理
確
認�

･

フ
ロ
ン
回
収
時
の
処
理
確
認
の
方
法
は
、「
回
収�

  

事
業
者
が
フ
ロ
ン
処
理
の
管
理
表
を
提
示
し
、�

  

適
正
処
理
を
確
認
し
て
い
る
（
2
3
.
5
％
）」�

 

「
回
収
事
業
者
か
ら
の
報
告
に
基
づ
き
確
認
し�

   

て
い
る
（
3
6
.
6
％
）」「
発
注
者
が
フ
ロ
ン
回�

  

収
時
に
立
ち
会
い
、
回
収
を
確
認
し
て
い
る�

 

（
1
7
.
0
％
）」
と
い
う
内
訳
。�

･

「
特
別
確
認
は
し
て
い
な
い
」
と
回
答
の
あ
っ
た�

  

事
業
者
は
全
体
の
約
１
割
に
止
ま
っ
て
い
る
。�

(6) 

事
業
所
毎
の
回
収
率�

･

各
事
業
所
に
お
け
る
フ
ロ
ン
の
回
収
率
に
つ
い
て�

  

は
、
90
％
以
上
（
6
2
.
7
％
）、
75
〜
90
％�

　（
7.
8
％
）、
50
〜
75
％
（
5.
9
％
）
と
い
う�

  

順
に
多
い
。�

･

„
90
％
以
上
の
回
収
率
“と
回
答
し
た
事
業
者�

  

の
う
ち
、「
冷
媒
回
収
・
処
理
業
者
」
の
回
収�

  

率
が
最
も
高
い
。�

(7) 

回
収
実
績
の
な
い
事
業
所�

･

フ
ロ
ン
回
収
の
実
績
が
な
い
事
業
者
（
1
6
0

　
社
、
回
答
事
業
所
の
4
7
.
2
％
）
の
1
5.�

  

6
％
（
29
社
）
が
「
フ
ロ
ン
回
収
は
機
器
撤
去�

  

依
頼
先
に
任
せ
て
い
る
」。�

･

上
記
の
29
社
の
4
4.
8
％
に
相
当
す
る
事�

  

業
者
は
、
フ
ロ
ン
回
収
時
に
「
特
別
処
理
確
認�

  

は
し
て
い
な
い
」。�

(8) 

今
後
の
フ
ロ
ン
排
出
抑
制
に
係
る
取
組
み�

･
「
廃
棄
案
件
が
発
生
し
た
場
合
の
都
度
回
収
事�

  
業
者
へ
の
依
頼
」
が
7
1
.
3
％
と
最
も
多
く
、�

 

以
下
「
フ
ロ
ン
回
収
伝
票
な
ど
に
よ
る
管
理�

 

（
2
3
.
4
％
）」、「
業
務
要
領
に
よ
る
管
理�

  

（
2
2
.
7
％
）」、「
施
工
計
画
時
の
フ
ロ
ン
回
収�

 

計
画
の
作
成
（
9
.
8
％
）」
の
順
と
な
っ
て�

  

い
る
。�

�

フ
ロ
ン
回
収�

実
体
調
査�

フ
ロ
ン
回
収�

実
体
調
査�

「フロン回収に係る実態調査」�
の結果がまとまりました�

「フロン回収に係る実態調査」�
の結果がまとまりました�

業務用空調機器ならびに業務用冷蔵・冷凍機器に係る

機器の更新及び廃棄・建物解体改修工事における

設　問� 業務用空調機器� 業務用冷蔵・冷凍機器�

基本情報�
対象事業者数：939社�
回答事業者数：421社（回答率44.8％）�

認知度：83.6％�
建物解体業者、機器廃棄者の認知度が低い�

把握率：47.3％�
機器廃棄者、建物解体業者、建設業者の把握率が低い�

2002年４月１日以降�
実施率：52.5％�

機器廃棄者、販売店・工事業者が直接契約を交わすケースが多い�
（計86.4％）�

特命契約の場合、回収費用を見込んだ工事の受注・発注が最も多い�

回収事業者からの報告に基づき確認している（34.8％）が最も多い�

フロン回収を機器撤去依頼先に任せている事業者が23.0％（40／176社）�

「廃棄案件が発生した場合の都度回収事業者への依頼」が69.3％と最も多い�

90％以上の回収率の事業者は全体の64.7％�

建物解体業者、機器廃棄者、販売・工事業者の60～80％に相当する事業�
者が該当�

対象事業者数：909社�
回答事業者数：341社（回答率37.5％）�

認知度：79.5％�
販売・工事業者、機器廃棄者の認知度が低い�

把握率：45.5％�
機器廃棄者の把握率が低い�

2002年４月１日以降�
実施率：44.9％�

機器廃棄者、販売店・工事業者が直接契約を交わすケースが多い�
（計92.1％）�

特命契約の場合、回収費用を見込んだ工事の受注・発注が最も多い�

回収事業者からの報告に基づき確認している（36.6％）が最も多い�

フロン回収を機器撤去依頼先に任せている事業者が15.6％（25／160社）�

「廃棄案件が発生した場合の都度回収事業者への依頼」が71.3％と最も多い�

90％以上の回収率の事業者は全体の62.7％�

冷媒回収・処理業者の回収率が最も高い�

(1)「フロン回収破壊法」の認知度�

(2)フロン充填量の把握�

(3)フロン回収実績�

(4)フロン回収事業者との契約形態�

(5)フロン回収時の処理確認�

(6)事業所毎の回収率�

(7)回収実績のない事業所の現況�

(8)今後のフロン排出抑制に係る取組み�

（総括）空調機器・冷蔵・冷凍機器の回答比較



改正フロン回収・破壊法の仕組み

環境に優しい�
「大豆油インキ」�
（本文使用）�

古紙配合率70％再生紙を�
使用しています。�

　
会
員
の
皆
さ
ん
も
既
に
ご
承
知
の
こ
と
と
思
い

ま
す
が
、
ビ
ル
空
調
、
食
品
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
や

業
務
用
の
冷
凍
・
冷
蔵
庫
、
冷
凍
倉
庫
な
ど
の

業
務
用
冷
凍
空
調
機
器
か
ら
、
オ
ゾ
ン
層
破
壊

や
地
球
温
暖
化
の
原
因
と
な
る
フ
ロ
ン
類
を
適

切
に
回
収
・
破
壊
す
る
た
め
の
法
律
で
あ
る
「
特

定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実

施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
フ
ロ
ン
回
収
・

破
壊
法
）」
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
、
平
成

19
年
10
月
１
日
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
　�

　
今
回
の
改
正
は
、
業
務
用
冷
凍
空
調
機
器

か
ら
の
フ
ロ
ン
類
の
回
収
に
お
い
て
、
現
在
回
収

率
が
３
割
程
度
と
低
い
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

「
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
」（
平
成
17
年

４
月
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
も
そ
の
回
収
率
の

向
上
の
た
め
、
制
度
面
の
抜
本
的
な
見
直
し
が

必
要
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
機
器
廃
棄
時
の
回

収
行
程
を
管
理
す
る
制
度
の
導
入
、
機
器
整

備
時
の
回
収
義
務
の
明
確
化
等
の
措
置
を
講
ず

る
も
の
で
す
。�

　
主
な
改
正
内
容
に
つ
い
て
は
、�

(1) 

行
程
管
理
制
度
（
フ
ロ
ン
類
の
引
渡
し
の
委

　
　
託
等
を
書
面
で
管
理
す
る
制
度
）
の
導
入�

(2) 

整
備
時
の
フ
ロ
ン
類
の
回
収
義
務
の
明
確
化�

(3) 

解
体
さ
れ
る
建
築
物
に
お
け
る
業
務
用
冷

　
　凍
空
調
機
器
の
設
置
の
有
無
の
確
認
及
び

　
　
説
明�

(4)�
 
フ
ロ
ン
類
の
回
収
が
必
要
な
場
合
の
拡
大�

(5) 

都
道
府
県
知
事
に
廃
棄
者
等
に
対
す
る
指

　
　
導
等
の
権
限
を
付
与�

と
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
今
回
は
、
新
た
に
導
入
さ
れ
た
「
行
程
管
理

制
度
」
を
中
心
に
特
集
し
ま
す
。�

� 「
改
正
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
」
施
行

　
　
　  

（
行
程
管
理
制
度
の
導
入
）

（1）行程管理制度の導入（法第19条の3、法第20条の2）�
■フロン類の引渡しの委託等を書面で管理する制度か導入されました。�
　●機器の所有者等は、業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする場合、回収依頼
　　書又は委託確認書を交付�
　●受託書は回収業者へ委託確認を回付�
　●フロン類回収業者はフロン回収後に機器の廃棄者へ引取証明書を送付�
　●機器の廃棄者は問題があった場合に都道府県知事へ報告�
　●フロン類の引漢しを受託した者が他の者に再委託をする場合、廃棄等実施者から
　　再委託を承認する書面の交付を受けなければなりません（法第19条の3第4項）�

（2）機器を整備する際の対策の強化（法第18条の2、法第22条）�
■機器の整備を行う際も、フロン類の回収作業を行うには都道府県への登録が必
　要となりました。�
■回収業者は、廃棄時と同様に回収基準に従ってフロン類を回収しなければなり
　ません。�

（5）第一種フロン類回収業者の記録等の対策強化（法第22条）�
■整備時についても、回収量の記録・都道府県知事への報告が義務付けられました。�
■回収業者は、機器等廃棄者、引渡受託者、機器の整備発注者、整備者から、回収
　量等の記録の閲覧を求められた場合、正当な理由が無い場合は拒否できなくな
　りました。�

（3）解体工事の際の機器の有無の確認及び説明（法第19条の2）�
■建物解体工事を発注者から直接請負う業者は、その建物にフロン類を含む業務
　用冷凍空調機器が設置されていないかどうか確認し、その結果を発注者に書面
　で説明することとなりました。�
■また、発注者は、その確認作業に協力しなければなりません。�

（4）フロン類の回収が必要な場合の拡大（法第2条第5項、第19条）�
■部品等のリサイクルを目的としてリサイクル業者に機器を譲渡する場合につい
　ても、フロン類回収業者によるフロン類の回収が必要となりました。�

（4）担保措置の強化等（法第23条、第24条、第43条、第44条、第45条）�
■都道府県知事に、廃棄等実施者などに対する指導、助言、勧告、命令等の権限か
　付与されました。�

　
第
一
種
フ
ロ
ン
回
収
業
者
登
録
の
有
効
期
限
は

５
年
間
で
す
。�

　
登
録
時
の
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
満
了

日
ま
で
に
登
録
更
新
手
続
き
を
お
忘
れ
に
な
ら

な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。�

　
な
お
更
新
申
請
は
、
登
録
が
満
了
す
る
日
の

３
ヶ
月
前
か
ら
受
付
を
し
て
い
ま
す
。�

�

◇
更
新
申
請
先�

初
回
に
登
録
申
請
を
行
っ
た
県
民
局
環
境
課
で

更
新
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。�

�

◇
更
新
手
数
料�

４
，０
０
０
円
分
の
兵
庫
県
収
入
証
紙�

�

◇
登
録
通
知�

登
録
更
新
通
知
書
の
配
達
記
録
郵
便
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
申
請
時
に
宛
先
を
記
載
し
た
封

筒
及
び
郵
便
切
手
を
ご
持
参
下
さ
い
。�

�

◇
そ
の
他�

申
請
書
類
一
式
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。�

（h
ttp

://sin
sei.p

ref.h
y
og

o.jp
/d

ow
n
load

/�

form
.p
h
p
?ID

=
1504

）�

�

　「
改
正
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
」
が
平
成
19

年
10
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、「
第

一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
フ
ロ
ン
回
収
量
等
に

関
す
る
報
告
書
」（
様
式
第
３〈
第
11
条
関
係
〉）

の
様
式
が
替
わ
り
ま
し
た
。�

　
今
回
変
更
と
な
っ
た
内
容
に
つ
い
て
は
、�

① 

整
備
時
の
フ
ロ
ン
回
収
に
つ
い
て
も
報
告
義
務

が
課
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
回
収
量
等
を
「
整

備
」
と
「
廃
棄
等
」
に
分
け
て
報
告
す
る
こ
と

と
な
っ
た
こ
と�

② 

旧
様
式
の
分
類
に
あ
っ
た
「
フ
ロ
ン
類
の
重
点

量
が
50
㎏
以
上
の
第
一
種
特
定
製
品
」
が
新
様

式
で
は
無
く
な
っ
て
い
る
こ
と�

で
す
。�

　
な
お
、
今
回
、
法
改
正
が
年
度
途
中
で
行
わ

れ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
20
年
度
当
初
に
行
う

平
成
19
年
度
分
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
新
旧
２

種
類
の
様
式
に
分
け
て
報
告
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。�

�

■
改
正
前（
平
成
19
年
４
月
１
日
〜
平
成
19
年
９
月
30
日
）の
量
↓
旧
様
式�

■
改
正
後（
平
成
19
年
10
月
１
日
〜
平
成
20
年
３
月
31
日
）の
量
↓
新
様
式�

�

新
旧
報
告
様
式
（
及
び
記
載
例
）
に
つ
い
て
は
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。�

（h
ttp

://sin
sei.p

ref.h
y
og

o.jp
/d

ow
n
load

/�

form
.p
h
p
?ID

=
1507

）�

�（
問
い
合
わ
せ
先
） �

兵
庫
県
健
康
生
活
部
環
境
管
理
局
大
気
課�

大
気
環
境
係�

T
el. 

0
7
8（
3
4
1
）7
7
1
1（
内
線
3
3
6
9
）�

（1）
日
時 

平
成
19
年
６
月
29
日（
金
）�

　
　
　
　
　1
3
時
3
0
分
〜
1
5
時
5
0
分�

（2） 

会
場 

神
戸
市
教
育
会
館 

大
ホ
ー
ル�

（3） 

出
席
者
数�

　
　  

出
席
51
会
員
（
実
人
員
64
人
）�

　
　  

委
任
1
9
9
会
員�

　
　     

計
2
5
0
会
員�

※
規
約
上
必
要
な
定
足
数
2
0
5（
総
会
員
数�

　
4
1
0
の
過
半
数
以
上
）
を
満
た
す
。�

（4） 

議
事�

　
全
て
原
案
の
と
お
り
認
証
さ
れ
ま
し
た
。�

 

①
平
成
18
年
度
事
業
報
告
並
び
に
収
支
決
算�

 

②
平
成
19
年
度
事
業
計
画
並
び
に
収
支
予
算�

 

③
役
員
の
改
選
に
関
す
る
件�

（5）
特
別
講
演�

「
改
正
フ
ロ
ン
回
収
・
破
壊
法
の
施
行
に
向
け
て
」�

　
　コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー�

　
　
　
西
薗 

大
実 

氏
（
群
馬
大
学
准
教
授
）      �

　
　パ
ネ
リ
ス
ト�

　
　
　
柳
田 

貴
広 

氏�

　
　
　（
環
境
省
フ
ロ
ン
等
対
策
推
進
室
広
域
大
気
専
門
官
） �

　
　
　
篠
崎 

信
一
郎 

氏�

          

（
近
畿
冷
凍
空
調
工
業
会
フ
ロ
ン
問
題
検
討
委
員
会
委
員      �

             

／
ダ
イ
キ
ン
工
業
株
式
会
社
サ
ー
ビ
ス
本
部
企
画
部
） �

　
　
　
笈
西 

道
夫 

氏�

　
　
　
　（
兵
庫
県
冷
凍
空
調
設
備
工
業
会
会
長
／
甲
南
冷
機

　
　
　
　
　株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長
） �

　
　
　
上
村 

茂
弘 
氏�

　
　
　
　（
フ
ロ
ン
回
収
推
進
産
業
協
議
会
専
務
理
事
）�

�

　
平
成
19
年
度
通
常
総
会
を
次
の
と
お
り
開

催
し
ま
し
た
の
報
告
し
ま
す
。�

第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
皆
さ
ん
へ

更
新
手
続
き
お
済
み
で
し
ょ
う
か
？

フ
ロ
ン
類
回
収
量
等
に
関
す
る

報
告
書
の
様
式
が
替
わ
り
ま
し
た
！

平
成
19
年
度
通
常
総
会
の
開
催
に
つ
い
て

ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
の
内
容
を
充
実
さ
せ

る
た
め
、
会
員
の
皆
さ
ん
方
か
ら
の
情

報
等
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

県民・事業者・行政が一体となって

～県民・事業者・行政が一体となって～
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